
     あくまでも任意ですが、ぜひご協力をお願いいたします！

町民の方への会員募集は、町内会・自治会のご協力をいただき、募集をしています。

住　所 葉山町堀内２２２０　葉山町福祉文化会館B棟

電　話 ０４６-８７５-９８８９（代表）

F A X ０４６-８７６-１８７３

メール shakyo@hayamashakyo.com（代表）

営業日 平日　8時30分～17時15分　
休業日 土・日・祝祭日・年末年始

～皆で育てる福祉のまちづくり～

事務局

町内会・自治会にご加入していない方は、以下の方法でご加入が可能です。

①社協窓口に来所　⇒　開所時間に窓口までお越しください。
②ご自宅に職員が訪問　⇒　下記の連絡先までご連絡をお願いします。

２０２２

令和４年度葉山町社会福祉協議会 会員加入にご協力お願いします！

みなさまからいただく会費は次のように活用しています。

至長柄交差点

葉山大道

● 介護サービスセンター

●町役場
●福祉文化会館

access map

至上山口

一般会費：年額一口 500円以上

賛助会費：年額一口 3,000円以上

● 御用邸

● 芝崎児童館

至葉山元町

広報・啓発活動

福祉教育・講座

出会いや仲間づくりの場、

サロン活動などへの支援

支え合いの組織づくり集いの場づくり

生活相談や福祉活動の相談を受け付け、

住民活動や関係機関と解決を図ります
住民向けの講座や学生向けのプログラム

住民主体の支え合い活動

の支援
広報や福祉まつりへの協力など

ボランティア総合相談

社会福祉法に定められている「地域福祉の推進を図ることを目的」とした、非営利の民間団体です。

“誰もが安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」”を目指して、地域の皆さんや関係機関、

行政などと一緒に、１人１人の強みを活かし、地域資源を活用したり、創り上げたりしながら、支え合

いのまちづくりの仕組みづくりを行っています。

社協
とは？

など

裏面も

ご覧ください



F A X ０４６-８７４-９３１１
住　所 葉山町一色２５１２－１４　須永マンション２階 メール zaitaku@hayamashakyo.com（代表）

お隣同士をもう一人！社会を広げるお手伝い

はやま住民福祉センター
☎：046－875-9889

地域福祉総合相談事業

住民のあらゆる生活相談・ボランティア活動等の総合相談窓口

福祉教育・人づくり事業

生きづらさを抱える人たちの理解促進とともに地域福祉の担い手の

発掘と育成

組織化事業

小地域福祉活動推進組織、ＮＰＯ、ボランティア、当事者活動の組織

づくりと災害ボランティアセンターの設置運営に関する平常時の活動

活動資金・物資の支援

住民主体の福祉活動を促進するため、資機材や活動資金の提供

堀内・長柄地区の高齢者総合相談窓口

葉山町地域包括支援センター
☎：046－877-5324

「どこに相談するか、わからない！?」といったお悩み、
まずはご相談ください。医療・介護・福祉の専門職が連携し、問題に

応じて適切なサービスや関係機関につなげます。

介護保険の申請をしたい… 要支援の認定を受けた… 歩くのが大

変… 物忘れが気になる… 介護保険ってどんな制度？ 退院後の生

活が心配… その他、お気軽にご相談ください！

一色・木古庭・上山口・下山口の方の相談の窓口

☎046-878-8905 同センター清寿苑

葉 山 町 社 会 福 祉 協 議 会 介 護 サ ー ビ ス セ ン ター
ケアマネジャー(介護支援専門員) ☎：046-877-1031
高齢者の在宅生活を支援するため、一人ひとりの気持ちに寄り添って、様々なサービスや社会資源を取り入れて、ケアプランの作成を行います。

（費用は介護保険で賄われます。）

ホームヘルプサービス ☎：046-854-4414
介護保険法や障害者総合支援法に基づき日常生活に関する家事や身体介護のお手伝いを行います。また制度では賄いきれない方や出産・育児

等で担い手に困っている世帯に自費型の支援を行います。 (費用や詳細はお問い合わせください。)

登録ヘルパー随時募集！お気軽にお問合せください。

地域づくりや在宅で生活されている方を支援する、さまざまな事業を行っています。お気軽にご相談ください！

まず、社協にご連絡ください！☎：０４６－８７５－９８８９

在宅介護を応援します！
要介護３～５の認定を受けた在宅高齢

者・重度障害(児）者に隔月で介護用品を

宅配支給します。

体制整備事業
誰もが地域で暮らし続けることができ

るようにするために、地域の互助を高め、

地域全体で高齢者の生活を支える体制づ

くりを実施します。

認知症カフェ
当事者が、気軽にそれぞれのペースで

会話等を楽しみ、当事者同士やそのご

家族などのコミュニケーションを促進

します。

生活の相談や資金の貸付
低所得世帯、障害者世帯または高齢者

世帯などに生活福祉資金の貸付や一時的

な困窮者への支援として、たすけあい資

金の貸付、現物給付を行います。

みまもりあんしん袋の配布
災害弱者の生活の孤立を防ぎ、日常の見

守りや助け合いを促進することを目的に、

町内会・自治会等へ防災用品等を配布し

ます。

夏休み福祉活動体験学習
中学生や高校生を対象に高齢者施設や保

育園等での福祉活動体験学習を実施します。

イベント用機材の無料貸出
ポップコーン機、綿菓子機、かき氷

機を登録団体や町内会等のイベントに

無料で貸出します。

災害ボランティアセンター

設置・運営訓練
大規模災害時に備え、平常時から災害時

の活動に関する事業や運営訓練等を実施し

ます。

子育て支援
保健センターに子育て支援団体のパネ

ルを展示しています。

葉山あんしんセンター
判断能力が不十分な認知症高齢者や障

害者の福祉サービス利用援助や日常的金

銭管理サービス等を実施します。

車いすの貸出
歩行が困難な方やイベント、福祉体験

に車いすを無料で貸出します。

ボランティアの窓口
「ボランティアをしたい！」

「ボランティアさんにお願いしたい！」

ボランティア活動に関する窓口です。

「何か始めたい！」といったご相談も承

ります。

小地域福祉活動を推進
身近な地域で支えあうための組織づ

くりや地域活動をお手伝いします。

外出支援用車両貸出事業
送迎に自家用車を使用することに抵抗が

ある方や、車椅子が自家用車に載せられな

い方などに対して、社協所有車両を貸し出

し、社会参加を促進します。

コロナ禍生活食材応援プロジェクト
コロナ禍で生活にお困りの方と食材等を

ご寄付してくださる方をつなぐ、フードド

ライブ事業を実施します。

葉山じょうほうカフェ
専門家からパソコンや携帯電話の操作

方法を教えてもらうことで、地域でのオ

ンラインのコミュニケーションや機器に

対する苦手意識の解消を促進します。

“福祉のまちづくり”（住民活動の活発化や困ったときにちょっとした相談・お手伝いができる等の支え合い

の地域づくり）のために、会員会費や寄附金などを活用させていただいています。（会費は全額事業費に活用

し、人件費には充てられていません。）

会員加入していただくことは地域活動や社協活動に参加していただく１つの方法と考えています。

社協会費は寄付金控除の対象になり、税制上の優遇措置を受けることができます。

社協会費の目的は？


